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事業報告 

 
 

自 2021（令和3）年4月01日 

至 2022（令和4）年3月31日 

 
１．株式会社の現況に関する事項 
 
（１）事業の経過及び成果 

2021（令和 3）年度の国内経済は、新型コロナウイルスの感染再拡大により

行動制限措置が長期化したことで、消費低迷が継続し全体的に厳しい状況とな

ったものの、10月以降は様々な制限が緩和され、年末には消費も回復傾向とな

り持ち直しの動きがみられました。 

 

県内経済においては、5月下旬から 9月末まで長期間にわたり 4回目の緊急

事態宣言が発令され人流制限措置がとられたことから、後退局面が続きました。

観光関連においてその事態は深刻で、長期間にわたり人流等の制限措置がなさ

れたことにより旅行需要は大きく減退し、本県への入域観光客数は、減少数・

減少率ともに過去最大となった前年同月の実績を下回る月も度々発生しました。

一方で、10月以降は制限措置が徐々に緩和され人流が回復し、下げ止まりの動

きがみられました。 

 

このような状況の中、開港 9年目となる当空港における乗降客数は、国内線

では前年度実績（約1,160千人）22％増となる1,415千人、国際線では入国制

限措置が継続されたことから、2020（令和 2）年度同様に実績ゼロとなりまし

た。 

 

   2021(令和 3)年度における当社の営業成績は前述のコロナ禍の影響は受けた

ものの、売上高は前年同期比 7.2％増の 788,064千円、売上原価は 569,075千

円（同5.0％増）、販売費及び一般管理費は102,289千円（同2.9％増）、経常利

益は85,932千円（同35.9％増）となり、法人税等の税引き後当期純利益は59,222

千円（同31.0％増）となりました。 

   なお、当期においても前期同様に、緊急事態宣言発令中やまん延防止措置期

間中は入居テナントの営業時間短縮や休業を認めております。また、国際線関

連事業者に対しては家賃の減額支援を、エアラインに対しては一般共用施設使

用料の減額による支援を実施しました。 
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（２）設備投資等の状況  
   ①国際線旅客施設増改築整備費用    3,300,301千円 
      ②国際線X線検査装置更新         16,700千円 
   ③国内線出発ベルトコンベヤ更新       15,386千円 
   ※1 上記金額は当年度発生額です。 

   ※2 ①は消費税込み、その他は消費税抜きの金額です。 
 
（３）資金調達の状況 

国際線増改築工事の建設資金に充てるため、計 2,700,000千円の短期借入を

行いました。 
 （内訳） 

借入先 短期借入金 借入日 返済日 

㈱沖縄銀行 300,000千円 2021年5月31日 2021年6月30日 

㈱琉球銀行 300,000千円 2021年5月31日 2021年6月30日 

㈱沖縄海邦銀行 300,000千円 2021年5月31日 2021年6月30日 

㈱沖縄銀行 600,000千円 2022年3月01日 2022年4月01日 

㈱琉球銀行 600,000千円 2022年3月01日 2022年4月01日 

㈱沖縄海邦銀行 600,000千円 2022年3月01日 2022年4月01日 

 
（４）財産及び損益の状況 

区分 第12期 第13期 
第14期 

（当事業年度） 

売上高 864,619千円 734,831千円 788,064千円 

当期純利益 113,411千円 45,206千円  59,222千円 

１株当たり当期純利益 3,375円 1,345円 1,762円 

総資産 5,135,141千円 5,227,737千円 9,806,097千円 

純資産 2,313,427千円 2,358,634千円 2,417,856千円 

  （注）1株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。 
 
（５）対処すべき課題 

2022（令和4）年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染再拡大の影響に不

透明感は残るものの、社会経済活動の正常化が段階的に進み、企業業績の改善

を背景とした設備投資の増加や雇用環境の改善が図られると見込まれ、ワクチ

ン接種や治療薬の開発などによる人流回復、消費マインドが向上し、徐々に回

復していくものと見込まれます。 
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県内経済は、2022（令和4）年度も新型コロナウイルスの感染状況に左右され

ると見込まれるものの、国内旅行需要の高まりが想定されること、GoToトラベ

ル等の旅行需要喚起策の実施が期待されること、本土復帰50年の節目の年を迎

えることなどから、人流の回復により消費関連、観光関連において持ち直しの

動きが出て緩やかに回復していくことが予想されます。 

このような経済状況の中、開港10年目を迎える当社としては、日々変化する

航空需要に注視しつつ、サービスの質の維持・向上と経営基盤の一層の強化を

図るべく、以下の主要課題に取り組んで参ります。 

 

① 国内線旅客施設の拡張整備検討について 
  2022（令和4）年4月に策定する「石垣空港国内線ターミナル拡張基本計画」

を踏まえ、関係機関と協議を行います。 

 

② 全入居テナント（物販・飲食・サービス）との定期借家契約について 
契約期間を 1年延長した物販・サービス店舗を含めた全入居テナントとの定

期借家契約期間が満了となることから、一部店舗区画を除き新たに入居者の公

募を行います。 

 

③ 航空会社との建物賃貸借契約等の改定について 
現在、航空会社と締結している国内線旅客施設等の賃貸借契約は、2023（令

和5）年3月31日にその期限を迎えます。 

そのため、各航空会社と 2023（令和 5）年 4 月 1日以降の契約改定に向けて

協議を進めて参ります。 

 
  ④ 国際線運航再開について 
   2020（令和2）年6月に着手した国際線増改築工事は、2022（令和4）年3月

末までに本工事が完了し、去った4月1日に供用開始されております。新型コ

ロナウイルスの世界的な感染拡大に起因し、政府による入国制限措置が継続さ

れておりますが、措置緩和の動きもみられることから、エアライン・行政等の

関係機関と連携し、運航再開に向け協議を進めて参ります。 

 
（６）従業員の状況（2022（令和4）年3月31日現在）  

従業員数 前期末比増減 
8名 0名 

  （注）正職員8名 
 
（７）借入先及び借入額（2022（令和4）年3月31日現在） 
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借入先 借入金残高 借入先が有する当社の株式数 
沖縄振興開発金融公庫 1,527,488千円 10,600株 

沖縄県（ふるさと融資） 418,422千円 8,400株 

㈱沖縄銀行 600,000千円 700株 

㈱琉球銀行 600,000千円 700株 

㈱沖縄海邦銀行 600,000千円 700株 

 
２．株式に関する事項（2022（令和4年）3月31日現在） 
 
（１）発行可能株式総数  40,000株 
 
（２）発行済株式の総数  33,600株 
 
（３）株主数         17名 
 
（４）株主の状況 

 株 主 名 持 株 数 出資比率 
1 沖縄振興開発金融公庫 10,600株    31.55%  

2 沖縄県 8,400株  25.00%  

3 石垣市 5,200株  15.48%  

4 日本トランスオーシャン航空株式会社 1,400株  4.17%  

5 ANAホールディングス株式会社 1,400株  4.17%  

6 那覇空港ビルディング株式会社 800株  2.38%  

7 沖縄電力株式会社 700株  2.08%  

8 株式会社琉球銀行 700株  2.08%  

9 株式会社沖縄銀行 700株  2.08%  

10 株式会社沖縄海邦銀行 700株  2.08%  

11 オリオンビール株式会社 700株  2.08%  

12 沖縄セルラー電話株式会社 700株  2.08%  

13 竹富町 600株  1.78%  

14 大同火災海上保険株式会社 400株  1.19%  

15 石垣市商工会 200株  0.60%  

16 一般社団法人石垣市観光交流協会 200株  0.60%  

17 与那国町 200株  0.60%  

 合  計 33,600株  100.00％  
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４．会計監査人に関する事項 

 

（１）会計監査人の氏名または名称  

 ・公認会計士 田里友治 
 ・公認会計士 賀数紀之 

 

（２）会計監査人が業務停止を受け、その停止期間を経過しない者であるときの、

その処分に係る事項 

・該当事項はありません。 

 

（３）会計監査人が過去２年間に業務停止を受けた者である場合における当該処分

に係る事項のうち、会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判

断した事項 

・該当事項はありません。 
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５．業務の適正を確保するための体制（内部統制システム） 

 
（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 
① 取締役及び使用人は、法令・定款及び社会規範の遵守を常に心がけ、以

下の行動指針に従って職務の執行にあたる。 
 地域と共に繁栄する会社になること 
 地域から信頼される会社になること 
 空港ターミナルビルを利用するお客様に信頼・支持される施設・商品・
サービスを提供すること 

 社内コミュニケーションの醸成に努め、会社の使命を共有化すること 
② 意思決定及び職務執行に係る諸規程を定め、相互牽制が機能する体制を構

築する。 
③ 監査役を設置し、取締役の職務執行について法令等に基づき監査する。 
④ 使用人に対し、適宜コンプライアンスに関する研修を実施する。 

 
（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制   

① 株主総会議事録、取締役会議事録等の法令文書のほか、重要な職務執行に

係る文書及び情報を、法令及び社内関係諸規程の定めに従い、適切に記録・

保存・管理する。 
② 前項の文書及び情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲

覧可能な状況で管理する。 
③ 法令等に定める開示事項は、適時適切な開示に努める。 
 

（３）損失の危機の管理に関する規程その他の体制   
① 取締役会は企業の継続性確保のためリスク管理体制の構築及び推進を行

い、リスクの把握と予防及び改善に努める。 
② 管理職は、自部門の管理体制を適宜整備・改善するとともに、必要に応じ

てその状況を取締役会及び監査役へ報告する。 
 
（４）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制   

① 「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役

会は、「経営の意思決定および監督機能」を担い、役付取締役は重要業務に

係る「業務執行機能」を担う。 
② 取締役会は、３ヶ月に１回の定例取締役会、また必要に応じ臨時取締役会

を開催し、経営事項の審議及び決定を行うとともに、各取締役の職務の執行

を監督する。 
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③ 役付取締役は、取締役会に業務執行状況を報告するとともに、当該業務執

行に関する他の取締役の意見を聴取する。 
④ 役付取締役は、取締役会付議事項の審議決定を行い、取締役会が決議した

事項並びにその他業務の執行について、社内規程に基づき使用人に指示命令

を行う。 
⑤ 業務執行を担当する取締役の職務執行の効率化を図るため、合理的な職務

分掌を定める。 
 
（５）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する事項 
① 監査役は、取締役会、社内定例会議等の重要な会議に出席し、取締役及び

使用人から重要事項の報告を受ける。 
② 役付取締役および使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告および情報

提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報

告する。なお、報告を行った使用人への不利益な取り扱いを行わない。 
 当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に
係る諸問題 

 その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象 
 
（６）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、役付取締役との間で適宜意見交換会を行う。 
② 監査役は、会計監査人との間でも情報交換等の連携を図る。 

 
（７）上記基本方針の適正運用に関する取り組み 
   ① 役付取締役は、使用人の業務執行状況について定例または臨時の社内会

議等において報告を受け、内容を検証し、指導助言を行っております。 
   ② 監査役監査等の実効性を高めるため、役付取締役及び使用人は、常に正

確な情報開示を意識して文書を管理し、適宜の報告に努めております。 
   ③ 意思決定または業務執行における取締役会および役付取締役の権限の妥

当性を検証するため、重要な会議には監査役の出席を要請しております。 
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石垣空港ターミナル株式会社 (単位：　円)

科　　目 科　　目

【流動資産】 2,624,897,515 【流動負債】 5,644,598,167

現 金 及 び 預 金 2,557,767,223 短 期 借 入 金 1,800,000,000

売 掛 金 44,493,467 １ 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 274,620,000

貯 蔵 品 7,313,449 未 払 金 50,649,565

前 払 費 用 3,217,713 未 払 費 用 18,041,384

立 替 金 48,400 未 払 法 人 税 等 25,442,700

未 収 金 12,057,263 未 払 消 費 税 等 15,321,600

預 り 金 1,565,929

前 受 金 19,054,210

賞 与 引 当 金 3,376,779

圧 縮 未 決 算 特 別 勘 定 3,436,526,000

【固定資産】 7,181,200,201 【固定負債】 1,743,642,624

(有形固定資産) 7,163,083,638 長 期 借 入 金 1,671,290,000

建 物 3,041,564,588 敷 金 預 り 金 53,363,274

構 築 物 28,452,877 退 職 給 付 引 当 金 15,496,000

機 械 及 び 装 置 162,654,857 役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 3,493,350

車 両 運 搬 具 3

工 具 、 器 具 及 び 備 品 29,537,264 負 債 合 計 7,388,240,791

建 設 仮 勘 定 3,900,874,049

(無形固定資産) 2,447,148 【株主資本】 2,417,856,925

ソ フ ト ウ ェ ア 2,447,148 資 本 金 1,680,000,000

(投資その他の資産) 15,669,415 利 益 剰 余 金 737,856,925

差 入 保 証 金 256,640 そ の 他 利 益 剰 余 金 737,856,925

共 同 施 設 負 担 金 5,479,214 施設機能維持積立金 251,000,000

繰 延 税 金 資 産 9,416,894 建 設 積 立 金 220,000,000

長 期 前 払 費 用 516,667 繰 越 利 益 剰 余 金 266,856,925

純 資 産 合 計 2,417,856,925

資 産 合 計 9,806,097,716 負 債 及 び 純 資 産 合 計 9,806,097,716

純 資 産 の 部

貸　借　対　照　表

2022（令和 4）年　3月31日　　現在

資 産 の 部 負 債 の 部

金　　額 金　　額
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石垣空港ターミナル株式会社 (単位：　円)

【売上高】

　　　　賃　　貸　　料　　収　　入 766,569,854

　　　　付　　帯　　事　　業　　収　　入 30,189,054

　　　　売　 上　 値　 引　 ・　 戻　 り　 高　　（△） △ 8,694,000

売 上 高 合 計 788,064,908

【売上原価】

不　 動　 産　 賃　 貸　 原　 価 569,075,901

合 計 569,075,901

売 上 原 価 569,075,901

218,989,007

【販売費及び一般管理費】

　　　　販売費及び一般管理費合計 102,289,941

116,699,066

【営業外収益】

受 取 利 息 13,131

受 取 手 数 料 2,438,598

雑 収 入 1,250,888

営 業 外 収 益 合 計 3,702,617

【営業外費用】

支 払 利 息 34,468,537

雑 損 失 200

営 業 外 費 用 合 計 34,468,737

85,932,946

【特別利益】

補 助 金 収 入 11,470,376

特 別 利 益 合 計 11,470,376

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損 3,544,180

特 別 勘 定 繰 入 額 8,127,000

特 別 損 失 合 計 11,671,180

85,732,142

28,873,408

△ 2,363,720

59,222,454

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 利 益

　損　益　計　算　書　

自　2021（令和 3）年　4月01日
至　2022（令和 4）年　3月31日

科　　　　　　目 金　　　　　　額

営 業 利 益

売 上 総 利 益

法 人 税 等 調 整 額
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(単位：　円)

【株主資本】

資 本 金 当期首残高 1,680,000,000

当期変動額 0

当期末残高 1,680,000,000

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

施設機能維持積立金 当期首残高 231,000,000

当期変動額 積立金の積立 20,000,000

当期末残高 251,000,000

建 設 積 立 金 当期首残高 200,000,000

当期変動額 積立金の積立 20,000,000

当期末残高 220,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 当期首残高 247,634,471

当期変動額 積立金の積立 △40,000,000

当期純利益額 59,222,454

当期末残高 266,856,925

利 益 剰 余 金 合 計 当期首残高 678,634,471

当期変動額 59,222,454

当期末残高 737,856,925

株 主 資 本 合 計 当期首残高 2,358,634,471

当期変動額 59,222,454

当期末残高 2,417,856,925

純 資 産 合 計 当期首残高 2,358,634,471

当期変動額 59,222,454

当期末残高 2,417,856,925

株主資本等変動計算書　

自　2021（令和 3）年　4月01日
至　2022（令和 4）年　3月31日
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＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞

1.資産の評価基準及び評価方法

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　2．固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっております。

　3．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

（2）退職給付引当金

（3）役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給見込額を計上しております。

　4．収益及び費用の計上基準

　5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

＜会計方針の変更に関する注記＞

＜貸借対照表に関する注記＞

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

円

円

円

合計 円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 円

（3）有形固定資産の圧縮記帳累計額 円

従業員の賞与支給に備えるため、期末現在の従業員に対する支給対象期間の支給見込額を計上しております。

貯蔵品・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

個　別　注　記　表

　従業員の退職に備えるため、内規に基づき期末要支給見込額を計上しております。

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

3,041,564,583

190,936,000

1,336,552,000

1,527,488,000

2,002,640,286

374,853,100

長期借入金

１年以内返済長期借入金

②担保に係る債務

建物

　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
　当社は空港施設等に係る不動産賃貸事業を主たる事業としております。
　不動産賃貸事業に係る収益は、顧客との契約に基づいて施設等を提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の
期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020（令和2）年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識してお
ります。
　この変更による計算書類等への影響はございません。
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＜損益計算書に関する注記＞

1.該当事項はありません。

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

（１）発行済株式の種類及び総数

＜税効果会計に関する注記＞

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因 （単位:円）

　繰延税金資産
賞与引当金繰入額 1,009,656
未払事業税 2,292,791
未払費用否認額 157,365
貯蔵品 4,350
特別勘定繰入額否認 2,429,973
減価償却超過額 86,288
繰延資産償却超過額 5,976
一括償却資産損金算入限度超過額 286,322
退職給付費用 4,633,304
役員退職慰労金引当金 1,044,511
【繰延税金資産合計】 11,950,536

　繰延税金負債
未収補助金 2,533,642
【繰延税金負債合計】 2,533,642
【繰延税金資産(負債)の純額】 9,416,894

＜金融商品に関する注記＞

　１．金融商品の状況に関する事項

　２．金融商品の時価等に関する事項

（単位:円）

（注） 金融商品の時価の算定方法

資産について
（1）現金及び預金、（2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債について
（1）短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）長期借入金

長期借入金の時価については、元金利の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっております。

株式の種類 前事業年度末 増加

　2022（令和4）年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

　当社は事業計画に照らして、必要な資金運用については、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。また、
余剰資金の運用は安全性及び随時換金性を重視した運用に限定しています。なお、当社はデリバティブ取引について実績はご
ざいません。

普通株式 33,600株 - - 33,600株

差額

　資産
（1）現金及び預金 2,557,767,223

減少 当事業年度末

44,493,467
-

貸借対照表計上額

2,557,767,223

時価

-

（2）長期借入金
(１年以内返済長期借入金を含む)

2,023,947,003 78,037,003

　負債
（1）短期借入金 1,800,000,000 -

44,493,467

1,800,000,000

1,945,910,000

（2）売掛金
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＜賃貸等不動産に関する注記＞

（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、石垣空港ターミナルビルの一部について、賃貸しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項 （単位:円）

（注1）上記事項は、賃貸等不動産として使用される部分を含めたターミナルビル全体の建物として表示しております。

（注2）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注3）当期末の時価は、貸借対照表計上額を時価としております。

＜関連当事者との取引に関する注記＞ （単位:円）

種類
関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

1年以内返済
長期借入金 190,936,000

長期借入金 1,336,552,000

利息の支払 29,635,162未払費用 6,580,753

1年以内返済
長期借入金

83,684,000

長期借入金 334,738,000

賃借料 土地代 4,779,710 ― ―

補助金の
受け入れ

(国際線整備費)
2,559,157,000

圧縮未決算
特別勘定

3,001,246,000

補助金の
受け入れ
(国際線

ｾｷｭﾘﾃｨ機器)

6,077,000未収金 6,077,000

補助金の
受け入れ

(国際線運営費)
2,996,656未収金 2,996,656

補助金の
受け入れ

(国際線整備費)
362,493,000

圧縮未決算
特別勘定

427,153,000

＜1株当たり情報に関する注記＞

1株当たり純資産額 円3銭
1株当たり当期純利益 円57銭

＜重要な後発事象に関する注記＞
 該当事項はありません。

＜その他の注記＞
（1）資産除去債務に関する注記

借入

主要株主 借入
資金の返済

沖縄振興開発金融公庫
被所有

直接　31.55％
間接　00.00％

議決権等の所有
（被所有）割合

会社等の名称

当社は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例及び沖縄県指令土57号に基づき、当石垣空港ビル敷地の原状回復に係る
債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来当空港ビルを移転する計画もないことか
ら、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

資金の返済 83,684,000

主要株主 補助金

主要株主

補助金

沖縄県

石垣市

71,960
1,762

被所有
直接　25.00％
間接　00.00％

被所有
直接　15.48％
間接　00.00％

190,936,000

貸借対照表計上額

3,041,564,588

時価

3,041,564,588
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独立監査人の監査報告書

令和４年５月２３日

石垣空港ターミナル株式会社

取締役会 御中

田里公認会計士事務所

沖縄県沖縄市

公認会計士 田里 友治 

賀数会計事務所

沖縄県豊見城市

公認会計士 賀数 紀之 

監査意見 

私たちは、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、石垣空港ターミナル株式会社の令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの第１４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

私たちは、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける私たちの責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。 

私たちの計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤 による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
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るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤 による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤 により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤 による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお

いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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